
ペルー共和国 人権侵害及び暴力被害住民への

包括的ヘルスケアプロジェクト

事前評価調査団（第2回）報告書

2004年10月14日

独立行政法人 国際協力機構

人間開発部



目　　　　　次

略語表

第１章　事前評価調査の概要 ……………………………………………………………………… 53

　１．事前評価調査団（第２回）派遣の経緯と目的 …………………………………………… 53

　２．調査団員構成 ………………………………………………………………………………… 53

　３．現地調査日程 ………………………………………………………………………………… 53

　４．主要面談者 …………………………………………………………………………………… 54

　５．基本方針、調査項目 ………………………………………………………………………… 55

第２章　事前評価調査の総括 ……………………………………………………………………… 57

　１．総　括（団長所見）…………………………………………………………………………… 57

　２．現地調査結果サマリー ……………………………………………………………………… 57

　３．調査対象事項の問題点と課題（PHCの観点から）………………………………………… 60

付属資料

　１．調査結果及び主要面談録 …………………………………………………………………… 65

　２．省　令 ………………………………………………………………………………………… 78

　３．ペルー共和国人権侵害及び暴力被害住民への包括的ヘルスケアプロジェクトに関する

　　　JICA調査団とペルー側関係者との覚書 …………………………………………………… 85

　４．公共投資（審査）システム会合 …………………………………………………………… 94



略　語　表

APCI ： Agencia Peruana de Cooperacion Internacional ペルー国際協力庁

DGSP ： Direccion General de Salud Personas 健康総局

DISA ： Direccion de Salud 地方保健局

HPRT ： Harvard Program in Refugee Trauma ハーバード難民トラウマチーム

IEMP ： Instituto Especoalizado Materno Perinatal 日秘友好母子保健病院

JICA ： Japan International Cooperation Agency 独立行政法人 国際協力機構

MINSA ： Ministerio de Salud 保健省

SNIP ： Sistema Nacional de Inversion Publica 公共投資（審査）システム

PO ： Plan of Operation プロジェクト実施計画

TOT ： Training of Trainers 講師養成研修

UNMSM ： Universidad Nacional Mayaor de San Marcos 国立サンマルコス大学



－ 53 －

第１章　事前評価調査の概要

１．事前評価調査団（第２回）派遣の経緯と目的

派遣経緯：

　2004年３月にペルー共和国（以下、「ペルー」と記す）に派遣された事前評価調査団（第１回）

を通し、国立サンマルコス大学（UNMSM）、ハーバード難民トラウマチーム（HPRT）とプロ

ジェクトのフレームに関し意見交換を行った。しかし、右調査団訪問中は、プロジェクトに係

る基礎調査実施中であったこともあり、プロジェクトの活動詳細は議論されなかった。さらに、

保健省（MINSA）に関しては、プロジェクトにおける協力機関という位置づけで、地方保健局

（DISA）のプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）ワークショップへの参加はあった

が、調査団としての正式な保健省関係者との面談はなされなかった。

　第１回調査団帰国以後、当機構内でプロジェクトの全体構想の変更があり、理念の整理も行わ

れ、実施機関として新たにMINSAの参画も計画されているため、UNMSM、MINSAに説明・協

議する必要が生じた。

派遣目的：

（1）ペルー側関係機関（MINSA、UNMSMなど）とプロジェクトデザインに関する意見交換並び

に協議を実施する。

（2）プロジェクト実施に係る実施体制並びに予算準備などの詳細情報を確認し、実施協議までの

作業スケジュール及び継続検討事項を整理する。

２．調査団員構成

担当分野

団長／総括

PHC／副総括

保健計画

協力計画

氏　名

木下　　建

橋爪　　章

瀧川　貴世

坪井　　創

所　　属

独立行政法人 国際協力機構 中南米部 部長

独立行政法人 国際協力機構 人間開発部 技術審議役

独立行政法人 国際協力機構 人間開発部 特別嘱託

独立行政法人 国際協力機構 人間開発部 保健行政チーム 職員

３．現地調査日程

日

９月13日（月）

９月14日（火）

時

０：35

午前／午後

０：35

９：30

12：00

15：00

16：00

17：00

木下団長リマ到着

JICA事務所　打合せ

他団員（橋爪／瀧川／坪井）リマ到着

JICA事務所　打合せ

日本大使館表敬

ペルー国際協力庁（APCI）表敬・協議

日秘診療所・文化センター

日秘百周年記念病院
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日

９月15日（水）

９月16日（木）

９月17日（金）

９月20日（月）

９月21日（火）

時

９：00～ 14：00

15：00～ 18：00

９：00

11：00

14：00

18：00

９：00

11：30

16：00

19：00

１：05

UNMSM医学部／MINSA／APCIとの協議

UNMSM医学部

DISAリマ東部ワイカン病院視察（UNMSM同行）

DISA リマ東部事務所視察（UNMSM同行）

日秘友好母子保健病院（IEMP）視察（UNMSM同行）

APCI/UNMSM/JICA協議（ミニッツに関して）

MINSAとの協議

ミニッツ署名（APCI/UNMSM/MINSA/JICA）

ペルー JICA事務所への報告（団長）

大使館とのワーキングディナー（公使）

橋爪／瀧川／坪井団員　リマ出発

日本大使館報告（団長）

木下団長　リマ出発

４．主要面談者

〈日本側〉

在ペルー日本大使館

成田　右文 大　使

中村　克彦 二等書記官

JICA ペルー事務所

表　孝雄 所　長

小澤　正司 次　長

〈ペルー側〉

国立サンマルコス大学（UNMSM）医学部

Dr.Ulises Nunez Chavez 医学部長

Dr.Fausto Garmendia 暴力による被害者の包括的ヘルスケアプログラム

ダイレクター（前医学部長）

Dr.Eva Miranda Ramon 同プログラム　研修・教育担当

Dr.Alberto Perales 同プログラム包括的治療及びメンタルヘルス担当

Dr.Pedro Mendoza 同プログラム　計画・管理・モニタリング／評価担当

Dr.Walter Calderon 同プログラム　感染症及び調査担当

Dr.Jorge Miano 同プログラム　運営管理・資機材担当

保健省（MINSA）

Dr.Carlos Cosentino Esquerre 国際協力室 室長

Dr.Julio Pedroza 同室 次長

Dr.Andres Polo Cornejo 健康総局 課長

Dr.Danilo Cespedes M 情報公開 課長
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Dr.Julio Queredo 健康プロモーション　課長

Dr.Nency Sirrruepa J. 精神保健専門グループ

ペルー国際協力庁（APCI）

Mr.Oscar Schiappa 長　官

Mr.Luis Espiritu Garcia 日本担当

Ms.Soledad Bernuy Morales 水平協力担当

Ms.Doris Urbina Mancilla 政策担当

吉田　充夫 JICA 派遣専門家(援助企画調整)

地方保健局（DISA）Ⅳリマ東部

Dr.Luis A. Vergana Fernandez 局　長

ワイカン病院

Dr.Juan Carlos Yafac Villanueva 院　長

Lic.Adelaida Hualpa Flores 臨床心理士

日秘友好母子保健病院（IEMP）

Dr.Victor Eduardo Bazul Nicho 院　長

５．基本方針、調査項目

　調査項目と対処方針：

５－１　基本方針

　JICAの協力理念は「人間の安全保障を最優先した協力事業の実施」であり、最終受益者である

住民、その生活と自由の保障により裨益する形での協力事業を念頭に計画し、実施することとし

ている。その意味において、前回の事前評価調査団で協議・合意された「人権を尊重した統合的

トラウマケアプロジェクト」を通じた、暴力被害の色濃い地域住民への保健サービス向上は非常

に重要であるが、一方でメンタルヘルスを中心とした協力アプローチのみでは、「住民が心身と

もに健康な状態を獲得する」ための協力としては不十分と考えている。よって、暴力被害の色濃

い地域の保健医療従事者を対象に、心身両面のケア技術の向上を通じた包括的ヘルスサービス

（Atencion Integral de Salud）強化を図ることにより、地域住民の健康に資する技術協力を行いた

いと考えている。

　前回調査団の合意事項にもあったように、今回のプロジェクトでは、UNMSM 医学部のカリ

キュラム整備や研修プログラム開発を通じた現在ないし将来の保健医療従事者へのトレーニング

を行い、暴力被害を受けた住民へのケア向上をめざすこととしているが、これら活動の自立発展

性、成果の定着を考えると、MINSA・DISAとの協力の下に実施することは必須である。現在、

JICA は MINSA とともに「母子保健に関する人材研修統合システム（Sistema Ingegral  de

Capacitacion Personalizada en Salud Materna y Perinatal：SICAP）」という研修実施体制を構築し

て、現地国内研修「女性と子供、青少年の保護と育成」を既に２回実施している。今回のプロ

ジェクトにおいても、「包括的ヘルスサービス強化」を実現するためには、新たにUNMSMで開

発される心的トラウマケアの研修プログラムの実施のみならず、既存の同コースの継続実施に

よるリプロダクティブヘルス分野の強化を行うことが重要と考える。
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５－２　調査項目（｢調査結果及び主要面談録｣は付属資料１．参照のこと）

（1）プロジェクトに関するJICA協力コンセプト及び実施体制に関するペルー側への説明

調査項目

（2）プロジェクトコ

ンセプト

（3）実施体制

（4）研　修

（5）UNMSMへの質問

サブ調査項目

○　プロジェクト名

○　｢社会的暴力被害者｣と｢政治的暴力被害者｣の

使い分け

○　MINSA-UNMSM協力協定（付属資料２．）の

進捗･内容確認

○　各責任部局／担当者

○　技術委員会の役割

○　受益国側負担に関する説明と確認

○　ペルーでの研修の対象者／場所／時期／期間

等

○　教材作成

○　ニーズアセスメント

○　ボストンでの研修の必要性

○　MINSA側｢女性と子供、青少年の保護と育

成｣とUNMSM｢心的トラウマに関する研修｣

の連携可能性

○　精神科の有無

○　心的トラウマ協力アプローチについての大学

内での活動確認

○　必要経費の確認

○　カウンターパート問題

○　プロジェクト開始前に希望する活動

調査対象

UNMSM

UNMSM

MINSA

UNMSM

UNMSM

MINSA

UNMSM

UNMSM

MINSA

（6）今後の作業スケジュール
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第２章　事前評価調査の総括

１．総　括（団長所見）

　今回の調査の主な目的は、次の点にあった。

（1）2004年３月の事前評価調査団（第１回）の派遣以降、日本側での検討結果のペルー側への連

絡が遅れたことについての説明し、理解を得ること。

（2）JICA内での検討の結果、プロジェクトの概念と実施体制が変更となり、実施機関として国立

サンマルコス大学（UNMSM）のほか、保健省（MINSA）も参画する案としたため、両機関に

説明をし、理解を得ること。

　以上の目的については達成できたと考える。ペルー側の希望が事業の早期実施にあることも踏

まえて、当方の実施手続き上の仕組み等も説明し理解を得たうえで、１月の討議議事録（R／D）

署名、３月を事業開始の目途とする今後のスケジュールについても確認、合意ができた。また

当初懸念のあったUNMSM側カウンターパートについてもメンバーが具体的に確認できたととも

に、同カウンターパートの人件費についてはペルー側負担ということも原則的には確認できた。

　ハーバード難民トラウマチーム（HPRT）の本件プロジェクトにおける位置づけについても、

UNMSMが実施する暴力被害者に対するトラウマケア分野での技術支援機関ということでペルー

側とは確認できた。

　なお、今後本件プロジェクトを実施に向けて進めていくうえで注意を要する主な点は以下のと

おり。

（1）本件プロジェクトは、MINSAと UNMSMとの合同プロジェクトとなるため、合同調整委員

会（JCC）、あるいは両機関の間で既に締結されている協力協定に基づく技術委員会といった

調整メカニズムはあるにしても、やはり２頭立ての性格は否めないため、ペルー国際協力庁

（APCI）の役割が重要になる。

（2）UNMSM のカウンターパートは、プロジェクト実現への意欲は感じられるが、大半のメン

バーが高齢な医学部の教授であり、事業経験が少ないと思われることもあり、今後具体的な

事業計画を策定したり、運営していく面では不安がある。

（3）HPRTとの関係は、ペルー側との間では一応整理できたが、今後HPRTとの間でも関係をク

リアにする必要がある。今回の調査を通じてUNMSMカウンターパート６名がHPRTに抱いて

いる意識も必ずしも一様ではなく、濃淡が感じられた。

　　したがって、今後HPRTとUNMSMとの間での業務の仕分けの段階や実施段階での両者の調

整などデリケートな面があることを承知しておく必要がある。

２．現地調査結果サマリー

　調査団はペルー側関係機関及び在ペルー大使館に対し、プロジェクトの開始が遅れている理

由、JICA 新案の説明を行った。関係機関からは、遅延については了解、またプロジェクト新案

は、より広い視点でペルー国保健医療の質の向上に資するものとしておおむね歓迎された。

　UNMSM/MINSA/APCI と協議を行い、調査最終日には左記機関及び JICAの四者間で、協議

合意内容をミニッツ（付属資料３．参照）に取りまとめた。

　合意点サマリーは次のとおり。



－ 58 －

２－１　ペルーと日本の技術協力協定についての確認

　プロジェクトは、ペルーと日本の技術協力協定に基づいて計画・実施されることについて再

度確認をした。原則として、ペルー側カウンターパートの人件費はペルー側にて負担し、必要

な現地活動費のうち、ペルー側にて負担できない部分については、日本側の支出規則に基づい

た適正な負担を日本側にて行うことで合意した。

２－２　プロジェクト実施に関するMINSA と UNMSMの連携協力

　保健省令として 2004 年７月に発効されたMINSA-UNMSM 協力協定（付属資料２．参照）

に基づき、プロジェクトの形成を行っていくことを確認した。具体的には、保健省健康総局

（MINSA/DGSP）と UNMSM 医学部暴力被害者への包括的ヘルスケアプログラム（Programa

Permanente de Atención Integral de Salud a las Personas Victimas de la Violencia：UNMSM）の代表

者によって構成される技術委員会（Comite Tecnico）によって、本プロジェクトの形成が行われ

ることで合意した。

２－３　プロジェクトの基本コンセプト

（1）プロジェクトタイトル

　　「Proyecto de Atención Integral de Salud para la Población Afectada por la Violencia y Violación

de Derechos Humanos en la República del Perú」（ペルー国人権侵害及び暴力被害住民への包

括的ヘルスケアプロジェクト）とすることで合意した。

（2）プロジェクト協力期間

　　３年間とすることで合意した。

（3）プロジェクト戦略及び実施体制

　　付属資料のとおりとすることで合意した。

２－４　Programa Permanente de Capacitación para la Atención Integral de Salud de Víctimas de

Violencia（暴力被害者への包括的ヘルスケアプログラム）の位置づけ

　UNMSMの常設プログラムとして医学部のなかにプロジェクトオフィスを設置し（オフィス備

品は既に JICA協力で供与済み）、コーディネーター：Dr.Garmendia（旧医学部長）、６名のスタッ

フ（本６名はプロジェクトのカウンターパート予定者）を配置している（６名はいずれも大学教

員としての籍を有しており、給料は保障されている）。

２－５　HPRT と UNMSM の関係

　UNMSMには本プロジェクトテーマに関しては十分な知見がなく、元 JICA 専門家菊地氏から

HPRT を紹介された経緯がある。UNMSMとしては、HPRT の知見（カンボジア等）を有効に活

用したい。３年後（プロジェクト終了後）UNMSM独自のメソッド、教材を確立し、他のラテン

アメリカ諸国にも普及していきたいというビジョンが述べられた。

２－６　プロジェクト成果品の所有権について

（1）本件はあくまで JICA －ペルーのプロジェクトであり、HPRT はプロジェクト内で JICA

が契約する技術支援コンサルタントの位置づけである（JICA-HPRT は同列ではない）。



－ 59 －

（2）成果品に関する所有権は、JICA －ペルー双方にあるという理解でよいか、をUNMSMに

確認。

→既にJICAペルー事務所、前回事前評価ミッション、HPRTとも協議済みであり、了解してい

ると UNMSMは明言。

２－７　研修について

　ペルーでの研修：

　①UNMSM医学部の教授に対して行う〔講師養成研修（TOT）〕。→訓練された教授（講師）

グループをつくり、②大学内の学生、地方保健局（DISA)）とも協力し、③ DISA の保健医療

従事者を研修する（研修詳細に関しては、今後計画･調整）。

ボストンでの研修：

　カウンターパートのうち４名は既にボストンにて技術移転を受けており、更なる渡米は必

要ない。ボストンでの研修は、当初から JICA と HPRT で決めたこととして話があったこと

で、UNMSM としては喫緊な必要性は感じていない。むしろ、ペルーでの研修をしっかり実

施することを希望。

２－８　プロジェクト開始前に UNMSM が希望する活動

調　査：

　①アンデス地域から１コミュニティー、②アシャンカから１コミュニティーの基礎調査、

及び③リマ東部地域の調査の完結。

＊ペルーの場合、地域や民族によって文化・習性が異なること、また、テロの被害状況にも違

いがあることから、リマ、アンデス、アシャンカと区別して調査する必要があるとの説明が

ある。

２－９　プロジェクト開始に関するペルー側制約について

　公共投資（審査）システム（SNIP）（詳細は付属資料４． JICA 吉田専門家作成資料参照）。

　SNIPは財務省多年度プログラム局管理下のシステムであり、ペルーで実施される投資性のあ

るプロジェクトに関し、実施後のケアが受入機関の過大な負担にならず、運営・メンテナンスが

可能であるかどうか、プロジェクト草案の段階で SNIPのフィージビリティ審査を受けねばなら

ないというもの。

　審査には時間を要する（案件によって６か月以上） ため、プロジェクトを速やかに開始するた

めにも、早急にペルー側が SNIP 審査通過の手続きをとらねばならない（R／D前には通過して

いる必要あり）。

２－ 10　プロジェクト開始時期が遅れたことについて

　UNMSMから、2003年からのプロジェクト計画に関する一連の作業～ 2004年３月の事前評価

調査団と続き、活動計画表等も JICA に提出した。JICA からの連絡を待っていたにもかかわら

ず、９月になるまで音信不通になっていたことに対し遺憾の意が表明された。

　団長からプロジェクト開始時期の遅延につき謝罪。遅延によってUNMSMが被っている損害に

関し聴取を行った。
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→プロジェクトに関しては、ペルー国内はもとより、３月の広域セミナーを介しラテアメリカ関

係国に発表している。また、これまで対象地域として選定してきたDISAからプロジェクトの

開始時期に関し問合せが頻繁にある（対外的な面子の問題）。

２－ 11　APCI 長官の言

　APCI 長官からは、テロリズム活動収束以降、ペルー政府は真相究明委員会を設置し、被害状

況に関し報告書が提出されたものの、被害者に対する必要なケアがいまだ手付かずの状況であ

ることに憂慮が示され、よって日本の本テーマに対する協力に対する期待が述べられた。ま

た、ペルーの大統領、在ペルー日本大使の名も出され、本プロジェクトの重要性が繰り返さ

れ、APCI としても本プロジェクトの速やかな開始に向け尽力する旨強調された。

２－ 12　今後のスケジュール

（1）第３回事前評価調査団の派遣

　　2004 年 10 月下旬～ 11 月上旬に JICA が事前評価調査団（第３回）を派遣し、現地協議を

通じて、プロジェクトサマリーの確定及び経費積算を含めたプロジェクト実施計画（PO）の

作成を行うことで合意した。

（2）第３回事前評価調査団派遣後のフォローアップ（F ／ U）

　　2004 年 11 月末までに、R／ D署名に必要な文書案の作成を両者で行い、また、2004 年

12 月中に両者関係機関でそれら文書の確認及び修正を行うことで合意した。

（3）R ／ D 署名

　　2005 年１月初旬に R／ D署名を予定することで合意した。

（4）協力開始

　　2005 年３月の本格協力開始に向けて必要な作業を行うことで合意した。

３．調査対象事項の問題点と課題（PHCの観点から）

　Leading Causes of Death, Low- and Middle-Income Countries（WHO 2000）によると、途上国

において、開発の担い手である働き盛り年齢層（15～44歳）の死因順位は以下のとおりである。

①　HIV/AIDS  209 万人

②　結　核 61 万人

③　交通事故 59 万人

④　自　殺 38 万人

⑤　暴　力 32 万人

　死亡統計の背景にその数倍の被害者が存在することをかんがみると、交通事故、自殺、暴力

といった非感染症への取り組みは開発の重要課題であり、特に、問題発覚の現場が医療施設と

は異なるこれらの課題へのアプローチは、医療施設のみをベースとしたアプローチではなく、

住民により近い機関、組織を巻き込んだアプローチでなければ解決しない。

　ペルー政府は、暴力被害者に対する必要なケアがいまだ手付かずの状況であることに憂慮し

ており、日本国の協力に対する期待は大きく、日本人専門家による地域活動に制限があるなか、

研修をメインの活動とした協力を模索しているところである。研修の効果が住民により近い機
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関、組織へ及ぶか否かがプロジェクト成否の鍵となるであろう。

　「暴力被害者へ必要なケアを行う」ことをプロジェクトの組み立ての基本として、問題点と課

題を抽出する。

（1）対象者の把握

　　リマ東部ワイカン地区ワイカン病院訪問の際、UNMSMによるワイカン地区基礎調査結果

として、暴力被害者のほとんどが医療施設を受診していない事実が分かった。リマ以外の地

域から逃れてきた暴力被害者が社会から自分たちを切り離して生活していることがその理由と

して推定されていた。

　　このような状況にある暴力被害者へ、誰がコンタクトするか、という点が重要である。精

神的ケアの一般論として、ファーストコンタクトパーソンの応対いかんで、ケアの効果が左右

されることとなる。カウンセリング技術は、精神的ケアに縁遠い人が促成研修によって習得

できるような技術ではないので、何らかの研修を受けた人にコンタクトさせるとしても、そ

の人に対する技術的支援体制が必要である。ワイカン地区の心理職人材をコアとした暴力被害

者サポートチームを編成し、コンタクトパーソンが臨機応変に応対できる環境を整えておく

必要があろう。

　　ファーストコンタクトパーソンがまず行うべきことは、警戒を解くことと、観察とコミュ

ニケーション（対話）によって問題の所在と大きさを認知することである。前者については、

対象者が属しているコミュニティの協力を得るなど、アプローチの手法を開発する必要があ

る。後者については、代替手段として質問紙を用いることも考え得るが、質問紙回答から得ら

れる情報は観察あるいは対話から得られる情報よりはるかに限定的であるので、本来的では

ない。

　　HPRTが開発している質問紙の有用性について、ワイカン地区の心理職の人に質問したとこ

ろ回答は得られなかった。HPRT の質問紙そのものをみたことがない模様であり、HPRTの質

問紙をプロジェクト活動として採用するのであれば、プロジェクト形成のなるべく早い過程

において、当事者（キーパーソン）による主観的／客観的評価を得ておく必要があろう。な

お、UNMSMの精神科医からは、HPRTの質問紙は、国際的比較や評価のために必要であると

の回答があった。

（2）対象者の診断

　　対象者の抱える問題の所在と大きさを認知できた次のステップとして、必要なケアに結び

つけるための診断が必要となる。診断のための技術は高度であるので、そのための研修を受

けるべき対象者は心理職若しくは精神科医に限られるかもしれない（既にペルーの心理職、精

神科医がその技術を有しているのであれば、研修は必要ない）。PTSDは必ずしも精神疾患へ病

態が進展するわけではなく、むしろ大半は心理学的ケア（カウンセリング）で対処すべき人々

であろうと思われるが、いずれにせよ、向精神薬療法が必要であるか否かの鑑別は、その後の

ケアの方向性を決定づける。UNMSMにおいてもワイカン地区においても、精神疾患対策と

して暴力被害者対策をとらえて語られる場面が多かったが、精神疾患は内在する病的素因が

顕在化するものが多く、外因に起因する暴力被害者は全く別の心理／病態にあることを関係

者は理解しておく必要がある。
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（3）対象者のケア

　　向精神薬療法が必要な患者は、専門的な精神医療に繋がない限り、患者の病状の改善は期

待できない。精神病院に対するスティグマが大きいことが難点であるが、スティグマ除去

は、国際協力の課題として手に余る。また、精神医学的ケア（専門的精神医療）について

は、本プロジェクトの扱うべき研修課題ではないと考える。

　　心理学的ケア（カウンセリング）技術については、対象者の多くに裨益する技術であるの

で、地域に心理学的ケア技術を有する人材が多く生まれることは、ペルーのニーズに合致す

る。より多くの地域医療従事者が心理学的ケア技術を習得できるよう、研修プログラムを開

発し、実施することの意義は大きい。UNMSMのキーパーソンの１人は精神科医であるが、

彼の心理学的ケアに関する知見は不明である。できれば、カウンターパートとして、心理職

の人材を確保したいところである。
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